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地域医療支援センターとは
医療法において、以下のとおり、規定されている。

①都道府県は、医療対策協議会において、協議が調った事項に基づき、地域において必要とされる医療を確保す
るため、各種の事務を実施するよう努めるものとする。（医療法第30条の25第１項）

②都道府県は地域医療支援事務を実施するに当たり、地域において必要とされる医療を確保するための拠点とし
ての機能の確保に努めるものとする。（医療法第30条の25第４項）

これらの事務を具体的に実行し、地域において必要とされる医療を確保するための
拠点としての機能を確保するために、神奈川地域医療支援センターを設置した。
（平成27年10月30日）

法定事務

(1) 医師不足の状況等の把握、分析
(2) 医師のキャリア形成支援
(3) 医師不足病院の支援
(4) 情報発信と相談への対応
(5) 地域医療関係者との協力関係の構築
(6) その他必要な事業
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医療対策協議会

事務局
（県）運営委員会センター事業の方針・

内容等について議論

地域医療支援センターの体制について（令和４年度まで）

指示・付託 報告 地域医療支援センター

センター長 兼 キャリアコーディネーター
（【医師】保健医療人材担当課長）

事務職員１名（県担当）、非常勤１名

事務局長
（【看護師】課長代理）



県地域医療支援センターの課題
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課題１：体制が不十分（人員不足と専門性の欠如）

令和４年度までは、県の事務担当者１名で回しており、センター運営委員会の運営や地域枠等への啓発イ
ベントを中心に行っている状況。

そのため、医療対策協議会で定められた方針や協議された事項を具体に遂行することについて、十分に対
応できていない。

課題２：キャリアコーディネーター（CC）（※）の業務が限定的

令和４年度は、保健医療人材担当課長が兼務しており、課長業務との兼ね合いから、CC業務へエフォート
が割けていない。
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センター長
石山 直巳

（平塚市民病院名誉院長）

横浜市立大学
調整中

キャリアコー
ディネーター

医療対策協議会

聖マリアンナ医科大学

望月篤医師

キャリアコー
ディネーター

東海大学
三上克央医師

キャリアコー
ディネーター

北里大学
藤巻寿子医師

キャリアコー
ディネーター

副センター長
①【医師】山崎感染症対策担当部長
（兼 県キャリアコーディネーター）

②【事務】松谷保健医療人材担当課長

運営委員会センター事業の方針・
内容等について議論

地域医療支援センターの体制について（令和５年度）

・顧問的な立場
（外部から登用）
・センター運営、医師確保
に関する助言等

指示・付託 報告 地域医療支援センター

県キャリアコーディネーター
西海所長（保健福祉事務所等所長会推薦）

自治医科大学
県人会

キャリアコー
ディネーター

事務局（医療課）
事務局長 【看護師】藤内課長代理
事務担当



（参考）キャリアコーディネーターの役割・効果について
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（１）CCの役割

時期

在学中 卒後（義務年限期間（９年））

キャリア卒前支援プラン キャリア形成プログラム

１年～６年 １年～２年 ３年～５年 ６年～９年

学生 臨床研修 専門研修 地域医療実践

業務内容

・キャリアに関する日常的な相談・定例的な面談業務

・病院見学会等に対する助言
・対象医師の就業場所等の要望や就業開始後の状況・要望の聴取
・対象医師、県及び大学医局等の意向を踏まえたキャリア形成支援

（２）CCの効果
学生・医師が日常的に相談できる
環境の整備

長期的な信頼関係の構築

学生・医師のニーズに応じた、研
鑽の機会の提供 医療（医師）の質・専門性の向上

病院見学会、不足診療科の普及・
啓発（卒前支援プラン） 等

地域医療・不足診療科への
意識の涵養

地域枠の離脱防止
（継続的な就労の実現）

医師偏在の解消

各大学の方針・医師の要望・県の
政策方針等の調整

医師不足地域への派遣



説明は以上です。

6


